
中
世
に
お
け
る
石
塔
造
立
階
級
の
研
究

中
世
に
お
け
る
石
塔
造
立
階
級
の
研
究

ノ

勝

政

太

郎

 

一
、

序

説

仏
教
的
な
石
造
塔
婆
、
す
な
わ
ち
石
塔

の
造
立
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
奈
良
時
代
か
ら
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
、
現
存
遺
品
の
上
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
滋
賀
県

蒲
生
郡
蒲
生
町

の
石
塔
寺

の
奈
良
前
期

三
重
塔
、
奈
良
県
高
市
郡
稲
淵
の
竜
福
寺

の
天
平
勝
宝
三
年

(
七
五

一
)
在
銘
層
塔
の
如
き
を
著
名
な
例
と
す
る
。

石
塔
は
本
来
供
養
塔
で
あ

っ
て
、
造
立
者
は
故
人
の
菩
提
を
弔
う
た
め
と
か
、
自
身

の
現
世
安
穏
後
生
善
処

の
た
め
と
か
、
法
界
衆
生

の
平
等
利
益
の
た
め
と
か
・
そ

の
造
立
の
趣
旨
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
石
塔
を
造
立
し
、
塔
の
本
尊
た
る
仏

・
菩
薩
に
、
香

・
花

・
仏
供

・
燈
明
な
ど
を
供
え
、
所
定

の
法
事
を
営
ん
で
供
養
す
る
の
で

あ
る
。
そ
の
供
養
の
功
徳
に
よ

っ
て
造
立

の
目
的
が
充
た
さ
れ
る
と
す
る
。

そ
の
供
養
塔

の
中
で
も
、
と
く
に
墳
墓

の
上
に
造
立
さ
れ
た
も
の
を
区
別
し
て
墓
塔
と
称
す
る
が
、

こ
れ
は
墳
墓
の
供
養
塔
で
あ

っ
て
、
塔

の
本
尊
を
供
養
し
て
、
被

葬
者
が
供
養

の
功
徳
に
よ

っ
て
弔
ら
わ
れ
る
も
の
で
、
単
な
る
墓
標
で
は
な
い
。

一
般
的
な
供
養
塔
と
、
墓
塔
は
藤
原
時
代
ご
ろ
か
ら
、
皇
室

・
上
流
階
級

・
僧
侶
に
よ

っ
て
造
立
さ
れ
た
例
が
、
遺
品

の
存
在
ま
た
は
文
献
L
の
所
見
に
よ

っ
て
知
ら

れ
る
が
、
そ
の
例
は
多
く
な
い
。

(注
)

(注
)

墓
塔
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、

「墓
塔
の
造
立
」

(
『新
版
考
古
学
講
座
』
6

・
昭
和
四
五
年
八
月
)
に
概
観
を
述
べ
た
。

と
こ
ろ
が
、
中
世
鎌
倉

.
南
北
朝
時
代

に
な
る
と
、
全
国
的
に
石
塔
の
遺
品
は
多
く
な
る
。
今
日
ま
で
に
比
較
的
よ
く
探
究
さ
れ
た
地
方
と
、
そ
う
で
な
い
地
方
と
が

あ
る
が
、
将
来
そ
の
数
は
お
そ
ら
く
何
千
を
も

っ
て
数
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
中
世
末
期

の
室
町
時
代
で
は
小
石
塔
が
お
び
た
だ
し
く
造
ら
れ
た
の
に
対
し
て
・

鎌
倉

.
南
北
朝
時
代

の
石
塔
は
大
型
な

い
し
は
中
型
の
も

の
が
多
く
、
そ
こ
に

一
種

の
特
色
を
示
し
て
い
る
。
中
世
末
期
と
は
全
く
ち
が

っ
た
様
相
を
見
る

こ
と
が
で
き
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る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
巾
世
的
な
石
塔
造
玩

の
様
相
に
関
し
て
、

ど
の
よ
う
な
階
級
の
人
た
ち
に
よ

っ
て
石
塔
が
造
立
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と

い
う
こ
と
が
、

一

つ
の
問
題
と
な
る
。
中
世
石
塔
の
造
立
者
は
上
流
か
ら
庶
民
に
至
る
ま

で
を
ふ
く
む
か
、
あ
る
い
は
上
流
と
中
流
の
階
級
な

の
か
、
ま
た
は
上
流
階
級

の
み
で
あ
る
の
か

を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
、
中
世

の
歴
史
を
研
究
す
る
上
に
重
要
な
こ
と

で
あ
る
と
思
う
。

な
か
ば
常
識
的
に
私

ど
も
は
、
中
世
石
塔
造
立
者
は
上
流

・
中
流
階
級
の
人
た
ち
で
、
下
流

の
庶
民
に
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
こ
と
を
、
多
年
の
遺
品
調
査

の
経
験

に

よ

っ
て
口
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
整
理
し
て
実
証
を
示
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
小
論
は
そ
の
よ
う
な
意
図
に
立

つ
も

の
で
あ
る
。

か

っ
て
斉
藤
孝
氏
は
島
根
県
隠
岐

の
石
塔
を
調
査
し
て
、
そ

の
造
立

の
背
景
を
述

べ
た
時
、

一
般
的
な
中
世
石
塔

の
造
立
者
に

つ
い
て
、

「
し
だ

い
に
貴
族
群
を
圧
倒

し
て
社
会

の
中
核
に
の
し
上

っ
て
来

た
の
は
中
世
武
士
団
で
あ

っ
た
。
と
す
れ
ば
、
や
が
て
彼
等
と
し
て
の
新
た
な

モ
ニ
ユ
メ
ン
ト
が
求
め
ら
れ
て
当
然
で
あ
ろ
う
。
し

か
も
そ
れ
は
、
当
時
と
し
て
仏
教
的
形
態
を
執
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

こ
の
新
し
い
階
層
に
よ

っ
て
特
に
再
認
識
さ
れ
て
来
た
の
が
石
塔
や
石
仏
で
あ

っ
た
。
」

と
述

べ
、

こ
れ
ら

の
武
士
が
沙
弥
某

の
法
名
を
用

い
る
例
の
多

い
こ
と
を
論
じ
た
。

(注
)
し
か
し

こ
の
論
文
は
隠
岐
石
塔

の
調
査
報
告
が
目
的
で
あ

る
た
め
、
そ
れ
以

上
の
掘
り
下
げ
を
行
な
う
に
は
至
ら
な
か

っ
た
が
、
右

の
所
論
は
注
目
す

べ
き
も

の
で
あ
る
。

(注
)

斉
藤
孝
氏

「
隠
岐
に
於
け
る
中
世
の
石
造
美
術
i
主
と
し
て
五
輪
塔
を
中
心
に
i
」

(
『
隠
岐
』
昭
和
四
三
年
三
月
)

二
、
皇
室
及
び
僧
侶

の
石

塔
造

立

皇
室
関
係
で
は
嘉
祥

三
年

(
八
五
〇
)
に
営
ま
れ
た
仁
明
天
皇

の
深
草
陵
に
石
造
の
卒
都
婆
が
造
立
さ
れ
た
の
が
貞
観
時
代

の
古
い
例
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
、
皇
室

の

石
塔
造
立
は
文
献
の
上
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
て
藤
原
時
代
に
及
ぶ
が
、
中
世
に
入

っ
て
の
例
と
し
て
は
、
京
都
泉
涌
寺
の
泉
山
陵
域
内
に
建

つ
四
条
天
皇
陵

は
、
鎌
倉
中

期
の
様
式
を
示
す
九
重
石
塔

で
あ

っ
て
、
仁
治
三
年

(
一
二
四

二
)
崩
御

の
時
代

に
よ
く
合

う
も

の
で
あ
る
。

ま
た
京
都
帝
右
京
区
嵯
峨
長
刀
坂

の
後
宇
多
天
皇
陵

は
、
も
と
八
角
円
堂
で
、

堂
内

に
高
さ
八
尺

(
二
四
ニ
セ
ン
チ
)

の
五
輪
石
塔
が
生
前

に
営
ま
れ
た
こ
と
が
、

「
後
宇
多
院
御
遺
告
二
十
五
条
」

の
建
立
蓮
花
峰
寺
縁

起
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
。

皇
室
の
陵
で
は
藤
原
時
代

・
鎌
倉
時
代
に
仏
教
的
な
法
華
堂
形
式
が
多
く
採
ら
れ
た
が
、
右
の
例
の
よ
う
に
石
塔
を
建

て
た
場
合
も
あ
る
。

僧
侶
の
墓
の
石
塔
に
関
し
て
は
、
す
で
に
藤
原
時
代

天
禄
三
年

(九

七
二
)
の

「
慈
恵
大
僧
正
遺
言
状
」

の
中
に
、
比
叡
山

の
良
源

(
慈
恵
た
師
)
が
、
自
分
の
死
後

中
世
に
お
け
る
石
塔
造
立
階
級
の
研
究
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の
た
め
石
卒
都
婆
を
立
て
る
こ
と
を
記
し
て
い
て
、
僧
侶

の
間
に
墓
塔
を
立
て
る
例
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
現
実
に
は
遺
品
は
多
く
な
い
。

そ
れ
が
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
漸
次
実
例
に
接
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
京
都
市
泉
涌
寺
開
山
堂
に
安
置
す
る
無
縫
塔
は
そ
の
古

い
例
で
あ
る
。
開
山
不
可
棄
和
尚
俊
彷
は

嘉
禄
三
年

(
一
二
二
七
)
に
入
寂
し
、
石
塔
は
そ
れ
に
近

い
時
期

の
造
立
と
考
え
ら
れ
る
。
無
縫
塔
形
式
は
俊
荷
に
よ

っ
て
泉
涌
芋
に
宋
風
仏
教
文
化
が
将
来
さ
れ
た
こ

と
と
関
係
す
る
も

の
で
あ

っ
て
、

こ
の
泉
涌
芋
開
山
無
縫
塔
は
細
部
手
法
に
宋
風
が
濃
厚
で
あ
る
。

こ
の
泉
涌
隼
塔
を
は
じ
め
と
し
て
、
中
世
に
は
か
な
り
多
く
の
無
縫
塔
遺
品
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
京
都

・
鎌
倉

.
栃
木

.
名
古
屋

.
滋
賀

.
兵
庫

.
和
歌
山

.
岡

山

・
福
岡
に
十
六
例
ば
か
り
が
知
ら
れ
る
が
、
多
く
は
禅
宗

の
開
山
級
の
上
流

の
僧
侶

の
墓
塔

で
あ
る
。

藤
原
末
期
か
ら
あ
ら
わ
れ
た
五
輪
塔

の
形
式

に
よ
る
僧
侶
の
墓
塔
も
少
な
か
ら
ず
知
ら
れ
る
。

奈
良
市
西
大
寺
の
中
興
開
山
五
輪
塔
は
、
正
応
三
年

(
一
二
九
〇
)
示
寂

の
思
円
上
入
叡
尊
の
墓
塔
で
あ
る
。
最
近
石
塔
ド
か
ら
肯
銅
製
舎
利
筒
が
発
見
さ
れ
た
奈
良

市
唐
招
提
寺
中
興
二
世
証
玄
の
五
輪
塔
は
、
正
応

五
年

(
一
二
九

二
)
示
寂
後
近
い
時
期
に
造
立
さ
れ
た
墓
塔
で
あ
る
。
ま
た
鎌
倉
市
極

楽
寺
開
山
忍
性
の
墓
塔
も
五
輪

塔
で
あ
り
、
同
じ
く
鎌
倉
市
扇
ケ
谷
多
宝
寺
跡

の
五
輪
塔
は
、
奉
籠
孔
か
ら
発
見
さ
れ
た
蔵
骨
器
の
刻
銘
に
よ

っ
て
、
嘉
元
四
年

(
=
二
〇
六
)
入
滅

の
多
宝
寺
長
老
覚

賢

の
墓
塔
と
知
ら
れ
た
。

ま
た
鎌
倉
時
代
中
ご
ろ
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
宝
簾
印
塔
の
形
式
に
よ
る
僧
侶
の
墓
塔
も
あ
る
。
埼
玉
県
鴻
巣
市
安
竜
寺

の
海
雲
和
尚

の
宝
簾
印
塔
は
、
嘉
暦
四
年

(
一
三

二
九
)
に
示
寂
、
三
回
忌
の
元
徳
三
年

(
=
二
三

一
)
に
造
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
鎌
倉
市
覚
園
寺
開
山
心
慧
国
師
塔
と
二
世
大
燈
大
和
尚
塔
は
、
正
慶
元
年

(
=
二

三
二
)
の
造
立

に
か
か
る
大
宝
簾
印
塔
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
無
縫
塔

・
五
輪
塔

∴
玉
簾
印
塔
な
ど
の
石
塔
を
墓
塔
と
す
る
僧
侶
は
、
上
級
の
僧
侶
で
あ

っ
た
。

一78一

 

三
、
地

方

豪

族

の

石

塔

次
に
僧
侶
で
な
い
在
家
の
中
で
、
地
方
豪
族

一
閂

の
墓
塔
の
代
表
的
な
も

の
に
つ
い
て
見
よ
う
。

そ
の

一
は
近
江
源
氏
佐
々
木
氏
の
京
極
家
石
塔
群
で
あ
る
。
滋
賀
県
坂
田
郡
山
東
町
清
滝

の
徳
源
院
に
あ
り
、
初
代
の
氏
信
の
石
塔
を
は
じ
め
と
し
て
、

十
数
基
の
宝
簾
印
塔
が
並
列
し
て
い
る
。
氏
信
塔

の
基
礎
に
見
る
刻
銘
に
は

近
世
に
及
ぶ

,



永
仁

三
年
紀
八
月
+
三
日
、
枳
当
百
ケ
日
忌
辰
造
立
之

と
あ
る
。
氏
信
は
永
仁
三
年

(
一
二
九

五
)
五
月
三
日
に
卒
し
た
の
で
、
百
か
日
に
当
る
八
月
十

三
日
に
建
塔
し
た
も

の
で
あ
る
。

こ
の
石
塔
群
中
に
は
他

に
も
百
か
日

に
建
塔
し
た
こ
と
を
刻
む
も
の
が
あ
り
、
被
葬
者
の
名
は
刻
ん
で
い
な

い
が
、
京
極
氏
歴
代

の
石
塔
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
れ
に
類
し
た
地
方
豪
族

一
門

の
墓
地
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
、
広
島
県
三
原
市
沼
田
東

町
の
米
山
寺

に
あ
る
小
早
川
家

の
石
塔
群

で
あ
る
。
初
代
の
土
肥
実
平
以
下

十
七
代
ま
で
の
宝
簾
印
塔
が
並
ん

で
偉
観
で
あ
る
。
鎌
倉

・
南
北
朝

・
室
町
時
代

の
も

の
が
多
い
が
、
墓
塔
と
し
て
の
刻
銘
は
な
い
。

大
和
郡
山
市
額
田
部
寺
方

の
額
安
寺

に
近
い
鎌
倉
墓
に
は
八
基

の
鎌
倉
時
代

の
五
輪
塔
が
あ
り
、
そ
の
中
の

一
基

の
地
輪

に

永
仁
五
年

(
一
二
五
七
)
七
月
八
日
、
従
五
位
上
丹
波
守
平
朝
臣
盛
房
、
六
十
才

の
刻
銘
が
あ
る
。
盛
房
は
鎌
倉

の
蒙
族
北
条
氏

で
弘
安
十

一
年

(
一
二
八
八
)

に
京
都

の
六
波
羅
南
探
題
に
任
じ
ら
れ
た
人
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
西
大
寺
末

の
額
安
寺
と

北
条
氏
と
の
関
係
で
、
こ
こ
に
盛
房
の
墓
塔
が
営
ま
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
地
方
豪
族
造
立
の
石
塔

の
確
実

な
遺
例
は
ま
だ
余
り
多
く
は
知
ら
れ
て
い
な

い
。

四
、
在

俗

出

家

者

の

石

塔

中
世

の
石
塔

の
多
く
を
調

べ
て
来
た
経
験
か
ら
い
え
ば
、

上
記

の
よ
う
な
皇
室

・
上
級
僧
侶

・
地
方
豪
族

の
例
で
は
、
文
献
ま
た
は
蔵
骨
器

の
刻
銘
や
、
石
塔

の
刻
銘

に
よ

っ
て
身
分
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
多
く
の
石
塔
遺
品
に
は
伝
承
は
あ

っ
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
も

の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
文
献
は
皆
無

に
近

い
。
し
か
し
そ
の

中

に
石
塔
自
体

に
造
立
の
趣
旨
、
造
立

の
年
時
、
造
立
者
の
名
な
ど
を
刻
ん
だ
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
在
銘
石
塔
は
史
料
と
し
て
実

に
貴
重
な
存
在

で

あ
る
。

と

こ
ろ
が
、
そ
の
刻
銘
中
に
見
え
る
被
葬
者
ま
た
は
造
立
者
が
、
ど
の
よ
う
な
身
分
で
あ

る
か
を
明
ら
か
に
記
し
た
も

の
は
甚
だ
少
な
い
。
た
と
え
ば

京
都
杉
浦
丘
園
氏
旧
蔵

九
州
旧
在
五
輪
塔

条

二
年

(
三

六
五
)
誓

旦

ハ
日

沙
弥
妙
念
入
滅

鳥
取
県
倉
吉
市
大
口
寺

旧
在
五
輪
塔

中
世
に
お
け
る
石
塔
造
立
階
級
の
研
究
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条

二
年

(
≡

六
五
並

八
月
+
三
・

金

沙
弥
西
仏
他
界

神
奈
川
県
逗
子
市
池
子
、
高
養
芋
五
輪
塔

沙
弥
行
心
帰
寂
、
乾
元
二
年

(
=
二
〇
三
)
礫
七
月
八
日

9

の
三

つ
の
例
は
、
沙
弥
妙
念

・
沙
弥
西
仏
、
沙
弥
行
心
の
墓
塔
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、

こ
の
沙
弥
が
僧
侶

で
あ
る
か
ど
う
か
と

い
う
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。

群
馬
県
新
出
郡
宝
泉
村
別
所

の
円
福
寺
基
地
に
あ
る
五
輪
塔
で
は
、
地
輪
正
面
に

沙
弥
道
義
、
七
十

二
逝
去
、
元
亨
四
年

(
一
三
二
四
)
甲
子
六
月
十

一
日
巳
時

と
刻
ま
れ
、
沙
弥
道
義
の
墓
塔
で
あ
る
が
、

こ
の
人
は
本
来
の
僧
侶

で
は
な
く
、

こ
の
地
方

の
土
豪
で
あ

っ
た
新

田
基
氏
で
、
義
貞

の
祖
父
に
当
る
人
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
。
在
俗
出
家
し
た
武
士
が
沙
弥
道
義

の
法
名
を
持

っ
た

一
例
で
あ
る
。

沙
弥
は
初
め
て
仏
門
に
入
り
剃
髪
し
た
も

の
の
称

で
あ
る
が
、
中
世
に
は
在
俗
出
家
し
て
沙
弥
を
称
す
る
も

の
が

で
き
た
。

『
吾
妻
鏡
』
貞
永
元
年

(
一
二
三
二
)
七

月
十

日
の
鎌
倉
幕
府
の
評
定
衆
十

一
人
の
中
に

沙
弥
行
西

(隠
岐
守
)
、
沙
弥
行
然

(
民
部
大
夫
)
、
沙
弥
浄
円

(左
兵
衛
尉
)

が
あ
り
、
ま
た
康
元
元
年

(
一
二
五
六
)
十

一
月

二
十
三
日
、
北
条
時
頼
が
建
長
寺

の
道
隆
禅
師
を
戒
師
と
し
て
三
十
才
で
出
家
し
、
法
名
覚
了
房
道
崇
と
称
し
た
時
、

結
城

・
三
浦

・
信
濃
の
名
家
の
兄
弟
ら
も
在
俗
出
家
し
た
こ
と
を
記
し
て

依
此
事
、
名
家
兄
弟
三
流
既
為
沙
弥
、
希
代
珍
事
也
、
所
謂
前
大
蔵
権
少
輔
朝
広

(法
名
信
仏
)
、
上
野
四
郎
左
衛
門
尉
時
光

(法
名
)
、
同
十
郎
朝
村

(法
名
蓮

忍
、
以
上
結
城
各
兄
弟
)
、
遠
江
守
光
盛

(
法
名
)
、
三
浦
介
盛
時

(法
名
)
、
大
夫
判
官
時
連

(
法
名
観
蓮
、
以
上
三
浦
各
兄
弟
)
、
前
筑
前
守
行
泰

(法
名
行

善
)
、
前
伊
勢
守

〔
行
綱
〕

(
法
名
行
願
)
、
信
濃
判
官
行
忠

(法
名
行

一
、
以
上
信
濃
各
兄
弟
)

と
あ
る
よ
う
に
、

こ
れ
ら
の
人
々
が
沙
弥

に
な

っ
た
こ
と
を
書
き
上
げ
て
い
る
。
ま
た
正
嘉
元
年

(
一
二
五
七
)
四
月
十
五
日
、
時
頼
が
紺
紙
金
字
大
般
若
経

一
部
六
百

巻
を
皇
大
神
宮
に
奉
送
し
た
時
の
願
文
の
奥
書
に

「
弟
子
沙
弥
道
崇
敬
白
」
と
書

か
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
鎌
倉
武
家

の
中

に
在
俗
出
家
し
て
、
沙
弥
某
を
名

の
る
も

の
が
あ

っ
て
、
前
記
斉
藤
孝
氏
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
右
記
の
沙
弥
妙
念

・
沙
弥
西
仏

・
沙
弥

行
心
は
僧
侶
で
な
く
て
、
地
方

の
武
士
階
級
、
少
な
く
と
も
名
主
層
以
上
の
武
士
の
在
俗
出
家
入
道
し
た
も

の
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
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そ
の
よ
う
な

理
解
を
助
け
る
史
料
を
今
少
し
追
加
し
て
み
よ
う
。

熊
本
県
玉
名

郡
玉
東
村
西
安
芋

の
相
良
家
墓
地
の
五
基
の
五
輪
塔
の
中
央
の

一
基
に
は

奉
造
立
五
輪
率
都
婆

一
基
、
正
嘉
元
年

(
一
二
五
七
)
田
八
月
日
、
当
寺
大
檀
那
遠
江
国
住
人
相
良

11
郎

左
衛
門
入
道
浄
信

と
地
輪
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
相
良
家
譜
に
よ
る
と
遠
江
国
榛
原
郡
相
良
荘
に
土
着
し
て
相
良
氏
を
称
し
た
周
頼

の
後
商
長
頼

が
、
建
久
九
年

(
=

九

八
)
肥
後
球
磨
郡

の
地
頭
職

に
補

せ
ら
れ
て
人
吉
荘
に
移
り
、
肥
後

の
相
良
氏
と
な
り
、

そ
の
子
孫

の
頼
平
が
分
家
し
て
玉
名
郡
に
住
み
、
山
北
五
郎
左
衛
門
尉
を
称
し
た
と
あ
る
。

(注

1
)
従

っ
て
こ
の

「
相
良
五
郎
左
衛
門
入
道
浄
信
」

は
山
北
頼
平
に
相

当
し
、
入
道
し
て
浄
信

の
法
名
を
称
し
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。

ま
た
同
所
の
宝
塔
に
は

洛
陽
六
波
撲

諸
岡
三
郎
左
衛
門
入
道
沙
弥
定
裡

嘉
元
二
年

(
三

〇
四
)
庭
七
月
九
日
酉
刻
入
滅
帷

八

の
刻

銘
が

あ
る

。

(注

2
)

こ
の
諸

岡

三
郎
左

衛
門

も

入

道

し

て
沙
弥

定
智

を
称

し
た
武
士

で
、

京
都

の
六
波

羅
探

題

に
出

仕
し

て

い
た

こ
と

が
考
え

ら
れ

る
。

(注
1

・
2
)

千
々
和
実
氏

「初
期
五
輪
石
塔
の
資
料
三
題
」

(史
迩
と
美
術
三
五
四
口75
・
昭
和
四
〇
年
五
月
)

群

馬
県

吾
妻

郡
吾
妻

町
岩
井

の
長

福
寺

五
輪

塔

に
は
、

藤
原
行
墓

本
阿
弥
陀
込

五
月
廿
吾

子
時
死
素

貞
和
第
五
廻

(
三

四
九
)
記
陸
月
+
二
日

の
刻
銘
が
あ
り
、
藤
原
行
盛
は

こ
の
地
方

の
名
主
層

の
人
と
思
わ
れ
る
が
、
や
は
り
出
家
し
て
本
阿
弥
陀
仏
の
法
名
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

奈
良
県
桜
井

市
粟
殿
の
共
同
墓
地

の
中
ほ
ど
に
、
今

は
く
ず
れ
去

っ
た
が
土
塀
を
作

っ
た

一
区
画
が
あ
り
、
そ

の
内

に
立
派
な
五
輪
塔
が
完
存
し
て
い
る
。
地
輪

の
刻

銘
が
磨
滅
し
て
読
み
が
た
い
と

こ
ろ
も
あ
る
が
、
願
主

の
尼
良
妙
が
、
亡
夫
の
良
円
房
と
亡
息
医
王
丸
の

一
百
か
日
追
善
の
た
め
、
あ
わ
せ
て
自
身

の
逆
修
供
養
の
た
め

に
造
立
し
た
と

あ
る
。

こ
の
良
円
房
は
当
地
の
戒
重

の
土
豪

で
、
正
平
三
年

(
=
二
四
八
)
正
月
五
日
に
楠
木
正
行

に
従

っ
て
河
内

四
条
畷
で
子
息
医
王
丸
と
共

に
討
死

を
し
た
。

そ
の
あ
と
良
円
.房
の
妻
良
妙
が
追
善
の
た
め
に
造
立
し
た
も

の
で
、

地
方
土
豪
夫
妻

が
在
俗
出
家
し
て
、

良
円
房
、

良
妙
と

い
う
法
名
を
称
し
た

一
例
で
あ

る
。
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五
、

鎌

倉

武

家

の

在

俗

出

家

鎌
倉
幕
府
関
係
の
武
士
で
在
俗
出
家
し
た
入
は
、
前
記
の
北
条
時
頼
、

多
く
登
場
す
る
。

治
承
四
年

建
久
二
年

建
久
五
年

建
久
六
年

正
治
元
年

建
仁
元
年

建
仁
二
年

元
久
二
年

AAAA!へ

一
八
〇

)

一
九

一
)

一
九

四
)

一
九

五
)

一
九
九

)

(
一
二
〇

一
)

(
一
二
〇

二
)

(
一
二
〇

五
)

建
永

二
年

(
一
二
〇

七
)

承
元
二
年

(
一
二
〇

八
)

建
暦

三
年

(
=

=

三
)

承
久

二
年

(
一
二
二
〇

)

承
久

三
年

(
一
二
一
=

)

貞
応

二
年

(
一
二

二
三
)

元
仁

二
年

(
一
二

二
五
)

嘉
禄

元
年

(
一
二

二
五
)

八
月
二
十
一一一日

正
月
十
五
日

⊥ハ
月
一二
十
八
日

八
月

十
日

十
月

二
十
四
日

四
月

三
日

正
月
十
四
日

八
月
十
六
日

六
月

二
日

十
二
月
十
八
日

四
月
十
互
日

十
月
十

一
日

八
月

三
日

十
月

二
十

一
日

四
月
三
十
日

六
月

十
日

結
城

・
三
浦

・
信
濃

の
兄
弟
を
例
に
あ
げ
た
が
、

『吾
妻
鏡
』
に
は
そ
の
よ
う
な
人
が
非
常

に

伊
東

二
郎
祐
親
法
師

問
注
所
執
事

中
宮
大
夫
属
三
善
康
信
法
師

(法
名
善
信
)

宇
都
宮
左
衛
門
尉
朝
綱
法
師

熊
谷
二
郎
直
実
法
師

守
護
人
藤
九
郎
入
道
蓮
西

佐
佐
木

三
郎
兵
衛
尉
盛
綱

(法
名
西
念
)

入
道
大
炊
助
源
朝
臣
義
重

(法
名
上
西
)

宇
都
宮
弥

三
郎
頼
綱
、
於
下
野
国
遁
俗

(法
名
蓮
生
)
、
同
出
家
郎
従
六
十
余
人

天
野
民
部
入
道
蓮
景

(
俗
名
遠
景
)

掃
部
頭
藤
原
朝
臣
親
能
法
師

(法
名
寂
忍
)

和
田
新
兵
衛
尉
朝
盛
…
…
除
髪
号
実
阿
弥
陀
仏

相
模
次
郎
入
道
行
念

藤
原
朝
臣
景
廉
法
師

(
法
名
覚
蓮
房
妙
法
)

佐
佐
木
太
郎
入
道
西
仁

毛
利
蔵
人
大
夫
入
道
西
阿

大
江
朝
臣
広
元
法
師

(法
名
覚
阿
)
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繁
雑

に
な

る

の
で
主

な

も

の
を
摘
記

し
た
。

「
西
」
字

が
多

く
用

い
ら

れ

て

い
る
。

家

し
た
も

の
で
あ

る

こ
と
を

示
す
。

ま
た
実
阿
弥

陀

仏

・
覚

阿

・
寂

阿

・
西
阿

の
如
き
も

阿
弥
陀

仏
信

仰

に
よ

っ
て

「
阿
」

字
を

用

い
て
い
る

の
で
あ

る
。

宝

治
元
年

(
一
二
四
七
)
六

刀

五
口

の
条

に
、

三
浦
泰

村

が
北

条
時

頼

に
討

た
れ

た
時
、

西
阿
者

専
修
念

仏
者

也
、
勧

請
諸

衆
、
為

傾

一
仏

浄
土
之

因
、

と

あ

る
よ
う

に
、

西
阿

は
念
仏
を
専

修
し

た
信
仰

者

で
あ

っ
た

か
ら

、

で
あ

る
。

こ
れ

ら

か
ら
し

て
鎌
倉

武
士

の
入
道

の
基
本

は
浄
土

信
仰

に
あ

っ
た

こ
と
カ
う

カ
カ
え

る
と

田
心
う

中
・世
に
お
け
る
石
塔
造
立
階
級
の
研
究

嘉

禄

三
年

(
一
二

.
一七

)
八
月

一
日

寛
喜

四
年

(
一
二
三
二
)

正
月

二
十

三
日

天
福

二
年

(
一
二
三
四
)
十
月

二
十

二
日

嘉

禎

四
年

(
一
二
三

八
)

三
月

一、下

日

仁

治

二
年

(
一
.
一四

一
)

四
月

.

.十
九

日

寛

元

二
年

(
一
二
四
四

)
七
月

二
十

日

宝

治
元
年

(
一
二
四
七
)

四
刀

四

日

室

治

二
年

(
↓
二
四

八
)
十

月

.
一十

四
臼

建

長

五
年

(
一
二
五

三
)

六
月

三

日

建

長

五
年

(
一
二
五

三
)
十

二
月
九

日

康
元

二
年

(
一
二
五
七

)
正
刀

.
一十

五
日

正
嘉

元
年

(
一
二
五
七

)
四
月
十

四

口

文
永

二
年

(
一
二
六
五

)
十

月

二

日

こ

の
他

に
も

多
く

あ
る
が

、

仏

・
生
西

・
見
西

の
如
く
、

内
藤
左
衛
門
尉
盛
家
法
師

斉
藤
兵
衛
入
道
浄
円

左
近
将
監
藤
原
景
綱
法
師

(
法
名
道
然
)

小
山
下
野
守
藤
原
朝
臣
朝
政
法
師

(法
名
生
西
)

毛
呂
κ
郎
入
道
蓮
光

市
河
掃
部
允
高
光
法
師

(法
名
見
西
)
、
鎌

田
三
郎
入
道
西
仏
、
平
右
近
入
道
寂
阿

秋

田
城
介
入
道
覚
地

(俗
名
景
盛
)

大
炊
助
藤
原
朝
臣
親
秀
法
師

(法
名
寂
秀
)

秋

田
城
介
藤
原
朝
臣
義
景
法
師

(
法
名
願
智
)

藤
原
朝
臣
行
盛
法
師

(法
名
行
然
)

藤
原
朝
臣
光
宗
法
師

(法
名
光
西
)

松
葉
次
郎
助
宗
法
師

(法
名
行
円
)

藤
原
朝
臣
行
泰
法
師

(法
名
行
善
)

こ
れ
ら
在
俗
出
家
し
た
武
家

の
法
名
を
見
る
と
、
蓮
西

・
西
念

・
上
西

・
西
仁

・
光
西

・
西

こ
れ
は
西
方
極
楽
浄
土
に
縁
を
求
め
た
法
名
で
、

こ
れ
ら
の
出
家
者
が
浄
土
信
仰

に
よ

っ
て
在
俗
出

『
吾
妻
鏡
』

毛
利
蔵
人
大
夫
西
阿
は
泰
村

の
陣

に
加
わ

っ
て
最
期
を
と
げ
た
が
、

行
法
事
讃
、
廻
向
之

死
期
を
迎
え
た
諸
人
を
集
め
て
、
阿
弥
陀
仏

の
浄
土

へ
の
往
生

の
た
め
、
法
事
讃
を
読
経
し
た
の

や
〉

、

"
」

、

Q
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中
世
に
お
け
る
石
塔
造
立
階
級
の
研
究

こ
の
階
級
の
武
士

た
ち
が
、
中
世

の
石
塔
造
立
者
で
あ

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
関
し
て

一
例
を
記
し
て
お
き
た
い
。

和
歌
山
県
高
野
山
は
弘
法
大
師
入
定

の
霊
地
で
あ
り
、
ま
た
中
世
に
は
浄
土
信
仰

の
大
き

い
拠
点
と
な
り
、
高
野
山
に
住
む
こ
と
を
念
仏
者
は
望
み
、
遺
骨
を
高
野
の

奥
院

に
埋
め
る
こ
と
が
盛
ん
に
な

っ
て
行

っ
た
。
奥
院
玉
川
畔
に
今
は
参
道
か
ら
は
見
え
に
く

い
が

一
基

の
背
の
高

い

(
三
メ
ー
ト

ル
余
)
角
形

に
近
い
花
崩
岩
製

の
板

碑
が
立

っ
て
い
る
。

四
面
の
上
部

に
配
し
て
金
剛
界
五
仏
の
種
字
を
大
き
く
刻
み
、
正
面
中
段
に

出
天
地
間
五
十
七
年

清
風
匝
空
十
音

一
声

南
無
阿
弥
陀
仏

い
に
し

へ
は
は
な
さ
く
は
る
に
む
か
ひ
し
に

に
し
に
く
ま
な
き
月
を
み
る
か
な

と
刻
み
、
下
段
に

右
頒
歌
者
正
和
元
四
廿
七
許

大
中
臣
弘
泰
法
師
沙
弥
心
浄
臨
終
之
刻
講
之
率
畢

ヌ

正
和
元
年
丑
六
召

大
施
主
比
丘
尼
心
恵
磁

と
あ

っ
て
、
正
和
元
年

(
=
}=

二
)
四
月
二
十
七
日
に
没
し
た
大
中
臣
弘
泰
法
師
沙
弥
心
浄
が
命
終
の
時

に
請
し
た

「
天
地
の
間
を
出
で
て
」

の
頗
と
、

「
い
に
し

へ

は
」
の
歌
を
刻
ん
だ
も
の
で
、

こ
の
石
塔
は
二
か
月
後
に
妻

の
比
丘
尼
心
恵
が
造
立
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
何
故
に
こ
の
石
塔
を
造
立
し
た
か
を
、

つ
ぶ
さ
に

左
側
面
に
刻
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
漢
文

で
あ
る
が
理
解
の
便
の
た
め
読
み
下
し
て
み
る
。

聖
霊
深
く
当
山
に
止
住
之
志
あ
り
と
錐
も
、
或
は
公
務
之
戚
を
恐
れ
、
或
は
妻
妾
同
穴
之
睦
に
障
ら
れ
、
憧
僕
順
従
之
好
に
妨
げ
ら
れ
、
終

い
に
素
懐
を
逐
げ
ず
し

て
徒
ら
に
去
る
。
麦
に
施
主
悲
歎
に
絶
え
ず
、
在
世
之
旨
趣
に
任

せ
、
青
鳥

(使
者
の
こ
と
)
を
し
て
発
走
せ
し
め
、
亡
骨
を
石
塔
婆
に
納
め
誇
ん
ぬ
。
恭
く
も
此
山

は
大
師
入
定
の
霊
地
、
仏
法
繁
昌
の
瑚
也
。
仰
ぎ
願
く
は
仏
知
照
覧
を
垂
れ
ん
こ
と
を
。
大
菩
提
を
証
し
、

乃
至
は
法
界
衆
生

の
平
等
利
益
の
為
、
造
立
供
養
右

の

如
し
。

と
あ
り
、
そ
の
下
段
に
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使
者
相
州
鎌
倉
住
侶

藤
原
朝
広
法
師
沙
弥
西
蓮
、
僧
教
円

と
刻
み
、
右
側
面

に
は
梵
文
光
明
真
言
と
幅
文
を
あ
ら
わ
し
、
下
段
に

沙
弥
道
恵
依
奉
之
記
畢

と
見
え
る
。

こ
れ
ら
に
よ

っ
て
、
大
中
臣
弘
泰
は
鎌
倉
幕
府

に
属
し
た
武
家
で
、
出
家
し
て
沙
弥

心
浄
と
称
し
た
が
、
佐
前

か
ら
高
野
山
を
慕
う
た
志
に
任
せ
て
、
同
じ

く
鎌
倉
武
家
で
あ

っ
た
藤
原
朝
広
沙
弥
西
蓮
と
、
僧
教
円
が
、
未
亡
人

の
尼
心
恵

の
依
頼

に
よ

っ
て
、
遺
骨
を
は
る
ば
る
高
野
山

へ
運

ぶ
使
者
と
な

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。

こ
の
石
塔
に
刻
ま
れ
た
文
は
、

こ
れ
も
鎌
倉
武
家

の
在
俗
出
家
者
と
思
わ
れ
る
沙
弥
道
恵
が
依
頼
を
受
け
て
記
し
た
の
で
あ
る
。

六
、

一
結

衆

の

石

塔

造

立

中
世

の
石
塔

に
は
造
立
者

の
名

を
刻
ん
だ
も

の
の
他
に
、

「
一
結
衆
」
が
願
主
と
な

っ
て
造
立
し
た
こ
と
を
記
し
た
も

の
が
非
常
に
多
い
。

こ
れ
は
何
人
か

の
人
が
共

通
の
信
仰

に
結
ば
れ
て
グ

ル
ー
プ
を
作
り
、
そ

の
グ

ル
ー
プ

の
作
善
と
し
て
石
塔
を
造
立
し
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し

一
結
衆
と

の
み
で
、
そ
の
メ

ン
バ
ー
の
個
人
の
名

が
な
い
の
で
、
ど

の
よ
う
な
人

々
に
よ

っ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
の
か
わ

か
ら
な
い
。

そ
う
し
た
情
況
の
中

で
、
大
阪
府
池
田
市
古
江
町
の
無
二
寺

に
あ
る
南
北
朝
は
じ
め
の
貞
和
五
年

(
=
二
四
九
)
在
銘

の
宝
簾
印
塔

に
は
、
そ
の
人
々
の
連
名
が
刻
ま

れ
て
お
り
、
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

造
立
結
縁
入
数

藤
原
康
秀
、
僧
弁
海
、
僧
厳
海
、
沙
弥
仏
浄
、
桑
原
依
景
、
同
景

弘
、
沙
弥
浄
忍
、
僧
永
盛
、
桑
原
景
正
、
為
奈
友
弘
、
伴
承
重
、
桑
原
依
弘
、
橘
真
清
、
口
口
利

口

と
あ
り
、
十
四
人
が
造
立
結
縁

の
た
め
に
結
衆
し
た
も

の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
基

の
高
さ
ニ
メ
ー
ト
ル
の
石
塔
を
造
る
費
用
を
十
四
人
で
負
担
し
た

こ
と

に
な
る

が
、
こ
の
人
た
ち

は
下
級

の
庶
民
で
は
な
く
、
在
地

の
名
主
尉
級
の
人
々
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
仏
教
的
作
善
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
な
人
々
が
関
与
し
た
か
を
知
る
例
と
し
て
、

和
歌
山
県
橋
本
市
柏
原

の
区
有
文
書

に
見
え
る
も

の
が
あ
る
。

(注

1
)
こ
こ
は
昔

の
紀
伊
国
伊
都
郡
相
賀
荘

の
柏

原
村

で
、

こ
の
村

に
西
光
鉦

と
よ
ば
れ
る
村
堂
が
あ

っ
た
。
阿
弥
陀
如
来
を
本
尊
と
し
、
柏
原
阿
弥
陀
堂

・
柏
原
御
堂
.
・

中
世
に
お
け
る
石
塔
造
立
階
級
の
研
究
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中
世
に
お
け
る
石
塔
造
立
階
級
の
研
究

西
光
院
御
堂
な
ど
と
も
よ
ば
れ
た
。
鎌
倉
時
代
中
ご
ろ
の
正
応
二
年

(
一
二
八
九
)
十

一
月

に
、
こ
の
御
堂

の

「
燈
油

出

}
結
講
衆
」
が
、
村
内

の
藤
原
行
房
買
得
相
伝

の
田

一
段
を
米
七
石

で
買
取

っ
た
時

の
文
書
が
あ
り
、
そ
れ
に

つ
づ
く
正
応
六
年

(
=

一九

三
)
の
文
書
に
は

一
結
衆
の
人
た
ち
の
名
が
記
さ
れ

て
い
る
。

こ
の

↓
結
衆
は
、
浄
蓮
房
、
越
後
殿
、
備
前
殿
、
与

一
殿
、
.平
太
郎
殿
、
佐
藤
太
夫
、
行
就
上
座
、
蓮
仏
房
、
蓮
行
上
座
、
藤
八
太
夫
、
来
善
房
、
源
次
郎
太
夫
の
十

二
名
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
た
石
川
善
人
氏
は
、

こ
の

一
結
衆
は
殿

の
尊
称
を

つ
け
ら
れ
る
殿
原
衆
と
、
大
夫
名
を
持

つ
名
主
と
、
僧
体

の
人
か
ら
成

る
が
、

村
内
居
住

の
富
裕
な
村
人
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
た
。

(注

2
)

右

に
あ
げ
た
無
二
寺
宝
簾
印
塔
の
結
縁
者
も
同
様

の
、

地
方

の
富
裕
者
と
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

(注
1
)

「柏
原
区
有
文
書
」

ヘ
ヒ
ス
ト
リ
ア
三
五
号
～
四
〇
号

・
昭
和
三
八
年
五
月
～
四
〇
年
六
月
)

(注
2
)

石
田
善
人
氏

「
郷
村
制
の
形
成
」

(岩
波

『
日
本
歴
史
』
中
世
4

・
昭
和
四
二
年
八
月
)

七

、

結

語

中
世
に
お
け
る
墓
塔

や
供
養
塔
な
ど
の
石
塔
は
、
そ

の
時
代
の
仏
教
信
仰

の
記
念
物

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
を
造
立
し
た
仏
教
文
化

の
担
い
手
が
、
ど
う
い
う
階
級

の
人
た
ち
で
あ

っ
た
か
を
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
以
上
冗
漫
に
多
く

の
例
を
あ
げ
て
考
察
を
加
え
て
来
た
の
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
は
、
皇
室
や

上
級
僧
侶
も
前
代
か
ら
の
延
長
で
造
立
者
の

一
部

に
位
置
し
た
が
、
最
も
普
通
に
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
沙
弥
某

や
、
何
阿
弥
陀
仏
ま
た
は
何
阿
を
称
す
る
阿
号
の
つ
く

法
名
の
人
た
ち
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
法
名
で
な
く
、
た
と
え
ば
滋
賀
県
八
日
市
妙
法
寺
町
の
光
林
寺
宝
薩
印
塔

に

願
主
藤
井
行
剛
、
嘉
元
一三
年

(
=
二
〇
六
)
一.一月
廿
四
日

と
あ
る
よ
う
に
姓
名
を
刻
ん
だ
も

の
も
少
な
く
な

い
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
地
方

の
豪
族
な
い
し
、
中
級

の
武
士
、
降

っ
て
も
名
主
層
の
人
た
ち
と
考
え
ら
れ
、
社
会
的

に
は
中
聞
階
級
の
富
裕
層
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
前
代
の
上
流
階
級
の
信
仰
的
作
善
を
見
な
ら
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
信
仰

へ
の
奉
仕
と
自
己
満
足

の
充
実
を
計

っ
た
と
も

い
え
よ
う
。
中
世
前

・
中
期

の
.71
塔
が
次

の
中
世
末
期

の
室
町
時
代
の
も

の
に
比

べ
て
、
偉
容
を
誇
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
造
立
に
は
相
当
の
費

用
を
要
す
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、

こ
の
よ
う
な
富
裕
層

の
造
立
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
鎌
倉
時
代

の
中
ご
ろ
に
は
、
仏
教
は
F
層
級
に
ま
で
滲
透
す
る
形
勢
に
あ

っ
た
か
ら
、
下
級

の
庶
民
た
ち
が
仏
教
的
作
善
に
参
加
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
。
た
と
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え
ば
禍

東

養

に
立

つ
南
北
朝
時
代

の
戻

川石
板
蟄

玄
武
山百
)
は
、
高
さ

丁

五
八
メ
ー

ル
、
燈

・
四

.一メ
ー
ト

ル
の
さ

さ
い
も
の
で
、
金
剛
異

口
の

「
バ

ン
」

と

「
ア
」

「
ア
ク
」

の

三
種
字

を
本
尊

と

し

て
あ

ら

わ
し
、

康
永

三
年

(
=
二
四

四
)

劇
八
月

口
、
接
待

講
衆

、

〈
口
廿

七
人

と
刻

み
・
妙
阿
・
弥
五
郎
・
又
四
郎
・
道
善
、
藤
九
郎
、
弥
四
郎
、
弥
三
郎
、
弥
七
、
性
妙
な
ど
二
+
七
入

の
名
が
誰

し

て
あ
り
、
こ
の
人
た
ち
昼

田
{r
が
な
く
、
そ

の
名

か
ら
見
て
中
級

゜
下
級
の
庶
民
と
考
え
・り
れ
る
。
大
ミ

て
も
自
然
石
で
あ
る
か
ら
費
用
も
か
か
、り
ぬ
し
、
多
人
数
だ
か

り
負
担
も
軽

い
。

こ
の
よ
.つ
な
形
で
な
、り

ば
富
裕
層
で
な
い
彼
ら
に
奇

能
な
蛮

で
あ
る
。

こ
の
漿

蕉

入
や
修
行
僧
に
湯
水
を
馨

す
る
た
め

の
糞

で
あ
る
・し
.
」
も
庶
民
的
葛

い
が
す
る
.

室
町
時
代
か
ら
繁

級
の
歴

も
ま
た
個
人
個
人
に
石
塔
造
立

の
慧

を
持

っ
て
、
お
び
た
だ
し
い
数
を
造
る
に
至
る
が
、
・て
・し
に
は
近
世
的
な
様
相
が
蓼

り
わ
れ
、

費
川

の
か
か
ら
ぬ
小
石
塔
が
無
数
に
氾
濫
す
る

こ
と
に
な
る
。
中
世
華

と
し
て
の
貫
録
を
示
す
遺
。
川
は
、
讐

.
南
北
朝
時
代

の
崩

階
級
た
る
々
口
膚

級
呈

の
入

た
ち

に
よ

っ
て
造

立
さ
れ

た
と
見
ら

れ

る

の
で
あ

る
。

へ
昭
和
四
五
年
九
〔
)
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